
紹介と批評

田
中
俊
郎
・
庄
司
克
宏
編

『
E
U
と
市
民
』

　
欧
州
連
合
（
E
U
）
は
超
国
家
や
国
家
機
関
で
は
な
く
讐
話
目
－

ぎ
⑯
Φ
旨
一
昌
と
い
わ
れ
る
。
国
際
機
構
で
あ
れ
ば
、
活
動
や
作
用
の

直
接
の
対
象
は
国
家
で
あ
る
。
拡
大
と
深
化
を
続
け
る
E
U
は
、
そ

の
活
動
や
作
用
の
対
象
と
し
て
、
加
盟
国
に
加
え
て
加
盟
国
の
市
民

を
も
取
り
込
む
。
そ
れ
故
に
E
U
と
市
民
の
間
に
新
た
な
関
係
が
生

じ
ま
た
発
展
し
て
い
る
。
E
U
加
盟
国
の
国
民
が
E
U
市
民
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
E
U
設
立
条
約
お
よ
び
欧
州
憲
法
条
約
に
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
条
約
上
の
市
民
権
、
E
U
市
民
と
い
う
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
E
U
市
民
と
し
て
の
加
盟
国
に
お
け
る
処
遇
に
つ

い
て
は
、
E
U
加
盟
国
や
市
民
に
十
分
に
理
解
さ
れ
ま
た
共
有
さ
れ

て
は
い
な
い
。
拡
大
し
深
化
す
る
E
U
に
お
い
て
市
民
は
E
U
と
い

か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
組
織
と
し
て
の
E
U
、
活
動
の
場
と
し

て
の
E
U
、
行
動
主
体
と
し
て
の
E
U
に
お
い
て
市
民
は
ど
の
よ
う

な
影
響
を
う
け
て
い
る
の
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
影
響
を
E
U
に
与

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
市
民
の
政
治
参
加
や
、
国
境
を
越
え
た

民
主
主
義
制
度
の
構
築
は
可
能
な
の
か
。
E
U
の
形
成
と
発
展
に
伴

っ
て
生
じ
た
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
対
し
て
、
本
書
は
多
角
的
に
分

析
を
行
い
、
E
U
と
市
民
の
様
々
な
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
座

を
提
供
す
る
。

　
本
書
は
「
E
U
政
治
と
市
民
参
加
」
「
E
U
政
策
と
市
民
」
「
E
U

と
ア
ク
タ
ー
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
各
論
文
に
つ

い
て
若
干
の
論
評
を
行
う
。

「
第
一
部
　
E
U
政
治
と
市
民
参
加
」
は
次
の
三
本
の
論
文
よ
り
構

　
成
さ
れ
る
。

第
1
章
　
欧
州
統
合
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
と
市
民
（
田
中
俊
郎
）

第
2
章
　
E
U
の
民
主
的
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
E
U
市
民
（
浅
見
政

　
江
）

第
3
章
　
外
国
人
か
ら
市
民
へ
1
投
票
す
る
E
U
市
民
（
鈴
木
規

　
子
）

　
第
1
章
の
田
中
論
文
は
、
欧
州
統
合
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
と
市
民

の
関
係
に
つ
い
て
歴
史
的
変
遷
を
論
じ
て
お
り
総
論
に
あ
た
る
。
本

章
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
エ
リ
ー
ト
主
導
で
行
わ
れ
て
き
た
一

方
で
、
市
民
の
処
遇
が
問
題
関
心
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
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れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
お
け
る
市
民
の
取
り
込
み
の
変
遷
が
詳
細

に
叙
述
さ
れ
る
。
統
合
へ
の
市
民
の
支
持
に
つ
い
て
、
欧
州
議
会
議

員
の
選
挙
、
欧
州
統
合
問
題
に
関
す
る
国
民
投
票
、
市
民
意
識
の
変

化
の
調
査
を
基
に
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
。
E
U
が
い
か
に
市
民
を
位

置
づ
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
他
方
で
市
民
に
と
っ
て
E
U
は
い

か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
エ
リ
ー
ト
主
導
で
発
展
を
遂
げ
た
E

U
と
、
市
民
の
支
持
な
く
し
て
将
来
的
な
発
展
の
展
望
が
見
え
な
い

E
U
の
現
状
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
本
章
で
提
示
さ
れ
る
「
誰
の

た
め
の
統
合
な
の
か
」
と
い
う
根
元
的
な
問
題
と
市
民
意
識
の
変
化

の
軌
跡
は
、
E
U
の
将
来
像
と
市
民
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要

な
視
点
を
提
供
す
る
。

　
第
2
章
の
浅
見
論
文
は
、
E
U
に
お
い
て
自
由
民
主
主
義
は
十
分

に
機
能
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、
「
特
異
な
政

体
」
と
し
て
の
E
U
に
お
け
る
自
由
民
主
主
義
の
概
念
化
を
試
み
る
。

E
U
に
は
「
デ
モ
ス
」
、
す
な
わ
ち
国
家
に
お
け
る
国
民
に
対
応
す

る
も
の
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
脱
国
家
的
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
が
確

立
し
脱
国
家
的
な
社
会
空
間
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
さ
ら
に
本
章
は
自
由
民
主
主
義
の
概
念
を
精
緻
化
し
つ
つ
、

欧
州
議
会
の
実
態
、
E
U
に
お
け
る
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
、
自
由
民
主
主

義
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
か
ら
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス

と
下
か
ら
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
双
方
の
必
要
性
を
説
く
。
本
章
は
政
治

思
想
の
分
析
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
E
U
と
い
う
壮
大
な
計
画
に
お

け
る
民
主
的
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
可
能
性
を
探
り
、
自
由
民
主
主
義

の
歴
史
的
変
遷
を
踏
ま
え
、
E
U
と
市
民
の
関
係
の
あ
る
べ
き
姿
を

検
討
す
る
力
作
で
あ
る
。

　
第
3
章
の
鈴
木
論
文
は
、
E
U
市
民
の
選
挙
権
行
使
と
居
住
国
で

の
選
挙
権
行
使
の
間
に
生
じ
た
問
題
点
や
矛
盾
を
検
討
す
る
。
参
政

権
は
、
市
民
の
政
治
参
加
の
一
形
態
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

E
U
構
成
国
の
国
籍
保
有
者
は
、
居
住
国
で
地
方
議
会
選
挙
と
欧
州

議
会
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
規
定
さ
れ
た
「
上
か
ら
の
」
市
民

権
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
投
票
の
実
態
を
詳
細
に
分
析
す

る
。
外
国
人
の
地
方
参
政
権
付
与
に
対
す
る
政
府
の
消
極
的
な
姿
勢

と
、
同
国
居
住
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
参
政
権
行
使
の
事
例
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
文
は
E
U
市
民
権
の
矛
盾
1
す
な
わ
ち

国
民
と
他
国
籍
の
E
U
市
民
の
間
の
不
平
等
　
　
を
指
摘
す
る
。
国

籍
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
E
U
市
民
権
が
す
べ
て
の
E
U
市
民
に
対
し

て
平
等
に
付
与
さ
れ
る
と
い
う
条
約
上
の
規
定
と
、
居
住
国
で
の
国

内
法
上
の
不
平
等
な
処
遇
は
、
E
U
お
よ
び
そ
の
加
盟
国
が
今
後
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
本
論
文
に

よ
っ
て
明
確
に
主
張
さ
れ
る
。
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「
第
二
部
　
E
U
政
策
と
市
民
」
は
次
の
三
論
文
か
ら
な
る
。

第
4
章
　
市
場
統
合
・
通
貨
統
合
と
市
民
（
井
上
淳
）

第
5
章
　
E
U
環
境
政
策
と
市
民
i
二
者
を
つ
な
ぐ
手
続
き
と
欧
州

　
統
合
に
関
す
る
試
論
（
和
達
容
子
）

第
6
章
「
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
」
と
E
U
市
民
ー
欧
州
逮
捕
状

　
と
相
互
承
認
原
則
（
庄
司
克
宏
）

　
第
4
章
の
井
上
論
文
は
、
「
市
民
不
在
」
の
統
合
と
い
わ
れ
る
E

U
と
市
民
の
間
の
乖
離
を
埋
め
る
方
法
を
探
り
、
市
民
を
政
策
に

「
動
員
」
す
る
動
態
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
く
。
と
く
に
本
論
文
は
、
特
定
の
政
策
領
域
と
一
般
市
民
と
の

関
係
、
政
策
に
動
員
さ
れ
た
市
民
と
の
関
係
、
動
員
の
発
生
の
源
泉

を
探
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
、
電
気
通
信
分
野
の
市
場
統
合
と
通
貨

統
合
の
実
現
に
向
け
た
加
盟
国
の
政
策
と
市
民
の
関
係
お
よ
び
動
員

を
論
じ
、
加
盟
国
を
通
し
て
市
民
が
E
U
の
政
策
に
及
ぼ
す
影
響
を

論
証
す
る
。
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お

け
る
国
会
で
の
議
論
、
条
約
の
批
准
、
国
民
投
票
の
実
施
を
検
討
し
、

こ
れ
ら
措
置
が
E
U
の
政
策
を
判
断
し
政
策
に
参
加
す
る
市
民
に
と

っ
て
重
要
な
機
会
で
あ
る
こ
と
を
明
快
に
論
じ
る
。

　
第
5
章
の
和
達
論
文
は
、
E
U
の
環
境
政
策
に
着
目
し
、
環
境
問

題
の
解
決
に
向
け
て
の
E
U
の
統
治
と
、
E
U
と
市
民
を
連
携
さ
せ

る
手
続
き
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
ず
E
U
市
民
の
環
境
意
識
調
査
を

分
析
し
、
E
U
レ
ベ
ル
で
の
環
境
政
策
へ
の
期
待
が
高
い
こ
と
を
指

摘
す
る
。
続
け
て
国
境
を
越
え
た
環
境
問
題
の
解
決
と
欧
州
統
合
の

関
係
に
つ
い
て
国
家
主
権
の
変
容
、
民
主
主
義
、
補
完
性
原
則
を
論

じ
、
政
治
学
的
視
点
か
ら
E
U
の
環
境
政
策
を
位
置
づ
け
る
。
さ
ら

に
E
U
基
本
条
約
、
オ
ー
フ
ス
条
約
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
叙
述

し
、
環
境
政
策
に
市
民
が
関
与
で
き
る
方
法
を
検
証
す
る
。
以
上
の

考
察
に
よ
っ
て
、
本
論
文
は
E
U
に
よ
る
環
境
政
策
の
進
展
を
理
論

お
よ
び
実
態
の
両
側
面
よ
り
明
ら
か
と
す
る
一
方
で
、
政
策
過
程
に

お
け
る
民
主
主
義
の
視
点
の
必
要
性
を
的
確
に
指
摘
す
る
。

　
第
6
章
の
庄
司
論
文
は
、
E
U
の
警
察
・
刑
事
司
法
協
力
に
お
い

て
「
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
」
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
相
互

承
認
原
則
の
役
割
を
探
る
。
本
論
文
は
ま
ず
域
内
市
場
法
に
お
け
る

相
互
承
認
原
則
を
取
り
上
げ
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
同
原
則
を
採
用

し
モ
ノ
の
移
動
を
促
進
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
次
に
人
の
移
動
に
関

す
る
同
原
則
の
採
用
を
検
討
し
、
と
く
に
職
業
に
関
す
る
資
格
に
つ

い
て
、
相
互
承
認
に
基
づ
く
資
格
同
等
性
の
原
則
が
司
法
判
断
を
通

じ
て
発
展
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
相
互
承
認
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
と
人
の
自
由
が
促
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
論
証

さ
れ
る
。
さ
ら
に
欧
州
逮
捕
状
枠
組
決
定
の
検
討
を
通
じ
て
、
相
互

承
認
原
則
の
適
用
と
欧
州
逮
捕
状
の
執
行
手
続
き
の
導
入
を
詳
細
に

113



法学研究78巻7号（2005：7）

論
じ
な
が
ら
、
問
題
点
と
し
て
同
原
則
の
条
件
の
不
整
備
と
、
基
本

権
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
。
相
互
承
認
原
則
の

適
用
拡
大
に
よ
っ
て
、
加
盟
国
間
の
相
互
信
頼
が
高
ま
る
一
方
で
、

個
人
の
基
本
権
を
い
か
に
保
護
し
て
い
く
の
か
、
本
論
文
に
お
い
て

警
察
・
刑
事
司
法
協
力
と
市
民
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
課
題
が
具
体
的

に
指
摘
さ
れ
る
。

「
第
三
部
　
E
U
と
ア
ク
タ
ー
」
は
、
国
家
、
非
政
府
組
織
（
N
G

　
O
）
、
政
党
、
世
論
と
E
U
の
関
係
や
相
互
の
影
響
を
検
討
す
る
。

　
同
部
は
以
下
の
論
文
か
ら
な
る
。

第
7
章
　
E
U
通
商
政
策
ダ
イ
ア
ロ
グ
と
E
U
市
民
社
会
の
形
成
ー

　
グ
ロ
ー
バ
ル
貿
易
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
モ
デ
ル
と
し
て
（
明
田
ゆ
か

　
り
）

第
8
章
　
イ
ギ
リ
ス
の
E
U
政
策
と
市
民
－
首
相
・
政
党
・
世
論

　
（
細
谷
雄
一
）

第
9
章
初
の
「
欧
州
ア
ク
タ
ー
」
だ
っ
た
の
か
P
ー
ド
イ
ツ
労
働

　
総
同
盟
（
D
G
B
）
の
欧
州
統
合
理
念
お
よ
び
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共

　
同
体
へ
の
参
画
過
程
（
鈴
木
均
）

　
第
7
章
の
明
田
論
文
は
、
貿
易
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
市
民
社
会
と
の

関
係
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
N
G
O
に

代
表
さ
れ
る
市
民
社
会
団
体
が
E
U
の
政
策
形
成
過
程
に
制
度
的
に

参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
E
U
市
民
社
会
」
の
発
展
に
与
え
た
影

響
を
探
り
、
E
U
の
対
外
通
商
交
渉
に
関
す
る
市
民
と
の
対
話
「
市

民
社
会
ダ
イ
ア
ロ
グ
」
の
経
験
を
検
証
す
る
。
本
論
文
は
と
く
に
対

話
の
制
度
化
が
生
み
出
し
た
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
相
互
作
用
に
着
目
し
、

各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
N
G
O
の
役
割
や
機
能
の
強
化
が
E
U
市
民
社

会
の
形
成
に
貢
献
す
る
動
き
と
な
る
の
か
検
討
す
る
。
ま
ず
貿
易
分

野
に
お
け
る
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
と
市
民
社
会
の
関
係
に
つ

い
て
市
民
社
会
か
ら
の
W
T
O
の
規
範
へ
の
影
響
、
W
T
O
の
民
主

化
の
向
上
要
求
、
W
T
O
の
存
在
に
反
対
す
る
動
き
に
分
類
し
、
W

T
O
に
と
っ
て
市
民
社
会
と
の
協
議
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
、
市

民
社
会
の
代
表
と
し
て
の
N
G
O
の
正
統
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

次
に
、
貿
易
政
策
の
形
成
過
程
に
市
民
社
会
の
参
加
が
模
索
さ
れ
た

背
景
と
し
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
契
機
と
し
た
貿
易
政
策

に
対
す
る
市
民
の
関
心
の
高
ま
り
、
E
U
の
通
商
政
策
形
成
過
程
の

変
容
、
E
U
市
民
社
会
の
模
索
の
三
点
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
動
き
を
経
て
、
二
〇
〇
〇
年
の
欧
州
委
員
会
貿
易
総
局
”
市
民
ダ

イ
ア
ロ
グ
（
通
商
政
策
ダ
イ
ア
ロ
グ
）
に
基
づ
い
て
制
度
化
さ
れ
た

市
民
社
会
と
の
協
議
過
程
を
概
観
し
、
そ
の
成
果
と
問
題
点
を
検
討

す
る
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
通
商
政
策
ダ
イ
ア
ロ
グ
は
市
民
社
会
の

要
請
に
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
エ
リ
ー
ト
主
義
に
基
づ
い

114



紹介と批評

た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
制
度
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
育
成
は
発
展
途
上

に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
最
後
に
市
民
の
自
覚
と
主
体
的
行
動

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
市
民
社
会
の
形
成
は
、
E
U
に
お
い
て
今
後

の
課
題
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

　
続
く
細
谷
論
文
は
、
一
九
九
七
年
以
降
の
ブ
レ
ア
政
権
下
で
の
E

U
政
策
に
着
目
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
E
U
の
関
係
を
「
首
相
・
政
党
・

世
論
」
の
三
層
を
総
合
し
て
検
討
す
る
。
ま
ず
欧
州
統
合
計
画
に
お

い
て
イ
ギ
リ
ス
は
主
導
的
な
立
場
に
な
く
周
辺
に
位
置
し
て
い
た
こ

と
を
叙
述
す
る
が
、
そ
れ
は
地
理
的
環
境
、
歴
史
経
験
、
国
家
構
造

に
関
係
す
る
構
造
的
な
間
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
に
お
い
て
、
欧
州
統
合
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
欧
州
統
合
の
問
題
が

イ
ギ
リ
ス
の
政
党
間
や
政
党
内
の
亀
裂
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
加
え
て
欧
州
統
合
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
市
民
の
意
見
に
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
叙
述
す
る
。
本
章
の

中
心
を
な
す
ブ
レ
ア
政
権
に
お
け
る
E
U
政
策
の
検
討
に
お
い
て
、

同
政
権
が
当
初
は
親
欧
州
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
9
・
1
ー

テ
ロ
や
イ
ラ
ク
戦
争
の
対
応
を
め
ぐ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
狭
問
に
立
た
さ
れ
、
戦
略
の
行
き
詰
ま
り

に
直
面
し
た
状
況
と
そ
の
背
景
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
に
つ
い
て
詳
細

に
論
じ
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
ユ
ー
ロ
参
加
問
題
や
欧
州
憲
法
条
約

に
関
す
る
国
民
投
票
実
施
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
る
E
U
政
策
に
及

ぼ
す
影
響
は
予
断
を
許
さ
な
い
、
と
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

二
〇
〇
五
年
六
月
に
欧
州
憲
法
条
約
の
国
民
投
票
を
延
期
し
た
状
況

を
鑑
み
る
に
、
こ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
9
章
の
鈴
木
論
文
は
、
欧
州
統
合
に
よ
っ
て
国
民
国
家
の
帰
属

に
代
わ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
国
民

国
家
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
欧
州
ア
ク
タ
ー
」
が
出
現
す
る
の

か
、
と
い
う
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
論
文
は
欧
州
統
合
が

始
動
し
た
一
九
五
〇
年
代
初
期
に
着
目
し
、
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟

（
D
G
B
）
の
欧
州
統
合
理
念
と
欧
州
統
合
交
渉
過
程
へ
の
参
画
戦

略
に
つ
い
て
歴
史
実
証
の
立
場
か
ら
検
証
し
て
い
る
。
ま
ず
欧
州
統

合
の
萌
芽
時
に
ド
イ
ツ
国
内
、
欧
州
、
国
際
情
勢
に
お
い
て
D
G
B

が
影
響
力
を
行
使
で
き
る
状
況
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た

上
で
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
に
お
い
て
労
働
者
代
表
を
参

加
さ
せ
産
業
家
と
対
等
な
権
限
に
基
づ
き
発
言
す
る
意
思
決
定
過
程

（
共
同
決
定
）
を
実
現
す
る
た
め
に
、
D
G
B
が
ド
イ
ツ
国
内
お
よ

び
欧
州
で
行
っ
た
取
り
組
み
を
詳
細
に
論
じ
る
。
D
G
B
の
取
り
組

み
の
検
証
に
よ
っ
て
、
D
G
B
の
共
同
決
定
の
理
念
は
ド
イ
ツ
の
伝

統
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
ド
イ
ツ
お
よ
び
D
G
B
の
利
益
を
優

先
さ
せ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
D
G
B

が
欧
州
ア
ク
タ
ー
へ
と
変
化
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
結
論
づ
け
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る
。
し
か
し
同
時
に
国
境
や
階
級
を
越
え
る
内
容
を
含
む
D
G
B
の

理
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
市
民
意
識
の
発
展

に
対
す
る
地
域
統
合
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
な
る
、

と
将
来
へ
の
展
望
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
研
究
対
象
の
広
さ
、
分
析
手
法
の
多
様

さ
に
加
え
て
各
研
究
の
専
門
性
の
高
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
学
界
の
重

鎮
と
新
進
気
鋭
の
研
究
者
に
よ
る
力
作
ぞ
ろ
い
の
本
書
は
、
E
U
と

市
民
を
め
ぐ
り
国
際
政
治
学
、
欧
州
統
合
史
、
国
際
関
係
史
、
政
治

学
、
社
会
学
、
E
U
政
治
、
E
U
法
の
観
点
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
る
。

と
も
す
る
と
多
数
の
執
筆
者
に
よ
る
研
究
書
は
、
研
究
手
法
の
多
様

さ
ゆ
え
に
議
論
に
拡
散
が
見
ら
れ
、
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
き
ら
い
が

あ
る
が
、
本
著
は
、
E
U
統
合
は
誰
の
た
め
か
、
と
い
う
共
通
の
問

題
関
心
に
基
づ
い
て
、
研
究
関
心
の
多
様
性
の
中
に
も
あ
る
種
の
統

一
性
が
伺
え
る
。

　
ま
た
本
書
は
、
現
実
社
会
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
実
践
的
な
研
究

で
も
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
市
民
の
役
割
や
機
能
は
、
E
U
の
み
な

ら
ず
国
際
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
い
て
議
論
の
対
象
と
な
り
、

一
層
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
国

境
を
越
え
た
民
主
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
民
主
主
義
は
機
能
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
読
者
に
投
げ
か
け

る
。
社
会
、
国
家
、
民
主
主
義
、
市
民
を
め
ぐ
る
古
く
か
つ
新
し
い

問
題
に
対
し
て
、
本
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
E
U
と
市
民
を
め
ぐ
る

多
分
野
の
研
究
は
、
国
際
社
会
の
展
望
、
主
権
国
家
の
将
来
像
、
多

文
化
社
会
の
発
展
、
人
々
の
社
会
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
現
代
社
会

に
お
け
る
解
答
を
示
し
つ
つ
、
新
た
な
研
究
へ
の
可
能
性
を
提
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
は
慶
慮
義
塾
大
学
二
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
多
文
化
世
界
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動
態
」
の
「
国
際
関
係
市
民

意
識
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
「
叢
書
2
1
0
0
国
－

O
O
O
多
文
化
世
界
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動
態
」
の
第
一
三
巻
で

あ
る
こ
と
を
記
し
た
い
。
E
U
研
究
で
は
常
に
先
駆
け
で
あ
る
慶
鷹

義
塾
大
学
を
中
心
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
E
U
研
究
の
み
な

ら
ず
国
際
政
治
学
、
地
域
研
究
、
国
際
関
係
学
、
国
際
法
な
ど
様
々

な
研
究
分
野
の
進
展
に
資
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。

（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
A
5
判
、
三
〇
四

頁
、
三
五
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
望
月
　
康
恵
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